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内日地区まちづくり協議会 第１回通常総会 次第 

 
 
 
 

１．開会 
 

２．会長あいさつ  
 

３．中尾市長との意見交換会  
 

４．資格審査報告（総会成立用件） 
 

５．議長選出 
 

６．議事録署名人及び書記指名 
 

７．議事 
   （１）第１号議案 平成２７年度事業報告及び収支決算報告並びに監査報告 

 （２）第２号議案 平成２８年度事業計画及び収支予算（案） 
   （３）第３号議案 役員の選任及び解任（案） 

 （４）第４号議案 規約の改正（案）（構成団体の変更） 
   （５）その他 
 

８．議長解任 
 

９．その他 
 

１０．閉会 
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第１号議案 

平成２７年度事業報告書（運営） 
 

内日地区まちづくり協議会 

平成２８年 １月２６日 ～ 平成２８年 ３月３１日 

 事業の実施概要 
【事業内容】 
  内日地区まちづくり協議会を運営するため、以下の事業を実施した。 

１．まちづくり協議会の運営に関する事務 
２．まちづくり協議会に関する会議の開催 

   ３．まちづくり協議会の事務所の維持管理 
４．その他まちづくり協議会の運営に関し必要な事業 

 

 事業の実績 

月 日 事 業 内 容 備 考 

 
２月４日 

 
内日地区まちづくり協議会運営委員会（第１回） 
の開催 

 
 

 
２月５日 

 
事務所整備及び事務員の配置 

 

   
 

 
 

  

 
 

  

   

 
 



3 
 

第１号議案 

平成２７年度事業報告書（活動） 
 

内日地区まちづくり協議会 

平成２８年 １月２６日 ～ 平成２８年 ３月３１日 

 事業の実施概要 
【活動の内容】 
 内日地区まちづくり協議会を運営するため、以下の活動に取り組んだ。 
 ・地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 
 ・地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に

関する活動 
 ・地区内外における地域交流に関する活動  
 ・地区の特性である地域資源の活用に関する活動 
 ・地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映する

ための情報収集に関する活動 

 事業の実績 

月 日 活 動 内 容 備 考 

 
２月２５日 

 
全体部会（第１回）開催 

 

 
３月１１日 

 
内日地区まちづくり協議会広報紙 第１号発行 
 

 
 

 
３月２２日 

 
総務部会 開催  
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第１号議案 

 平成２７年度  内日地区まちづくり協議会決算書 

  
【運営】 平成２８年１月２６日～平成２８年３月３１日 

１ 収入の部 
  

（単位：円） 

収入区分 予算額 決算額 比較増減 備   考 

補助金 183,000 183,000 0   

寄付金 0 0 0   

その他収入 0      0        0   

合 計 183,000 183,000 0   

２ 支出の部 
  

 

 
（単位：円） 

経費区分 予算額 決算額 

 

比較増減 備   考 うち 

補助対象金額 

賃金 103,000 102,340 102,340 660 2月・3月分事務員給与  

旅費 4,000 16,280 16,280 ▲12,280 
研修会旅費13人分\9620・ 

旅費精算5件\6660 

消耗品費 8,000 32,328 32,328 ▲24,328 

事務用品\9767・USBメモリ

\2138・電卓\1523・輪転機トナ

ー\12960・看板\5940 

食糧費 1,000 6,000 6,000 ▲5,000 会議用お茶 

印刷製本費 1,000 0 0 1,000   

通信運搬費 28,000 5,658 5,658 22,342 切手代 

保険料 1,000 306 306 694 事務員労災保険料 

使用料及び賃借

料 
1,000 5,010 5,010 ▲4,010 

会議暖房費\150・3月分パソコ

ン・プリンターリース料\4860  

備品購入費 36,000 0 0 36,000   

合 計 183,000 167,922 167,922 15,078   

 

収入合計    支出合計    残高 

183,000円 － 167,922円 ＝ 15,078円 
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第１号議案 

 平成２７年度  内日地区まちづくり協議会決算書 

  
【活動】 平成２８年１月２６日～平成２８年３月３１日 

１ 収入の部 
  

（単位：円） 

収入区分 予算額 決算額 比較増減 備   考 

補助金 102,000 102,000 0   

寄付金 0 0 0   

その他収入 0      0        0   

合 計 102,000 102,000 0   

 

２ 支出の部   

 

 

 

（単位：円） 

経費区分 予算額 決算額 

 

比較増減 備   考 うち 

補助対象金額 

消耗品費 7,000 39,007 39,007 ▲32,007 

コピー用紙\4847・プリンターイ

ンク\28791・事務用消耗品

\4169・軍手等\1200 

食糧費 5,000 7,200 7,200 ▲2,200 会議用お茶代  

印刷製本費 84,000 0 0 84,000   

通信運搬費 3,000 0 0 3,000  

使用料及び賃借

料 
3,000 1,020 1,020 1,980 会場暖房費  

合 計 102,000 47,227 47,227 54,773   

 

収入合計    支出合計    残高 

102,000円 － 47,227円 ＝ 54,773円 
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監査報告書 

 

  収支決算について、預金通帳、出納帳、領収書等と照合したところ、 

 適正に処理されていましたので、その旨報告いたします。 

 

  平成２８年 ４月 ７日 

 

           監事   西田 哲男        印 

 

           監事   岡田  巧        印 
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第２号議案 

事 業 計 画 書〔運営事業〕（案） 
 

内日地区まちづくり協議会 
平成２８年４月１日  ～ 平成２９年３月３１日 

事業の概要 
【事業内容】 

内日地区まちづくり協議会を運営するため、次の事業に取り組む。 
１． まちづくり協議会の運営に関する事務 
２． まちづくり協議会に関する会議の開催 
３． まちづくり協議会の事務所の維持管理 
４． その他まちづくり協議会の運営に関し必要な事業 

 

事業の実施計画 

実施時期 事 業 内 容 備 考 

随時 運営委員会等開催 

 

４月下旬 通常総会開催  
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第２号議案 

事 業 計 画 書〔活動〕（案） 

 
内日地区まちづくり協議会 

平成２８年４月１日 ～ 平成２９年３月３１日 

 

 事業の概要 
【活動の内容】 
  内日地区まちづくり協議会を運営するため、次の活動に取り組む。 

 ・地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 

・地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助

に関する活動 

・地区内外における地域交流に関する活動 

・地区の特性である地域資源の活用に関する活動 

・地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映す

るための情報収集に関する活動 

 事業の実施計画 

実施時期 活 動 内 容 備 考 

５月 地域づくり研修会開催（講演会） 全体事業 

６月 まちづくりに関する講演会    〃 

８月 ＡＥＤを使った救命講習会   〃 

６月 担い手の育成 田植え体験 産業・環境部会 

７月 担い手の育成 草刈り体験   〃 

１０月 担い手の育成 稲刈り体験   〃 

１２月 担い手の育成 餅つき  〃 

７月 ゴミ不法投棄防止看板設置、ゴミ拾い   〃 

５月～３月 ゴミ不法投棄巡回（６回）   〃 
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実施時期 活 動 内 容 備 考 

登校日に毎

朝 通学時の街頭見守り 暮らしの安全

と教育部会 

４月～ 放課後児童クラブ実施支援（毎週水曜日）   〃 

８月上旬 危険個所巡回・看板設置   〃 

８月下旬      〃   〃 

毎月 一人暮らしの高齢者宅訪問   〃 

５月～３月 学校と地域の交流・コミュニティスクール（４回）   〃 

６月 福祉セミナー開催・体力測定 活性化・イベン

ト部会 

８月 子供と昔遊び体験・食事会（バーベキュー）   〃 

１１月 子供とクリスマスツリー作成・設置  〃 

６月 広報紙発行 総務部会 

９月   〃   〃 

１２月 〃    〃 

３月   〃   〃 

５月以降 ＨＰ作成管理  〃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

第２号議案 

平成２８年度収支予算書〔運営事業〕（案） 

 
内日地区まちづくり協議会 

 
１ 収入の部                          [単位：円] 

収 入 区 分 金 額 詳 細 

市補助金 １，１００，０００  

その他 １，０００ 寄付金、預金利子 

合 計 １，１０１，０００  

 

２ 支出の部                          [単位：円] 

経 費 区 分 

 

詳 細 

金 額 

うち 

補助対象金額 

賃金 ６１５，０００ ６１５，０００ 事務員の賃金  

旅費 ３３，０００ ３３，０００ 
市との連絡調整に要す
る旅費  

消耗品費 ７０，０００ ７０，０００ 事務用品等 

食糧費 １８，０００ １８，０００ 
会議等の湯茶、茶菓子
代  

印刷製本費 ２３，０００ ２３，０００ 
資料等のコピー代、記
録用写真印刷代 

修繕料 ３０，０００ ３０，０００ 機器等の修繕代等 

通信運搬費 １１５，０００ １１５，０００ 

切手、はがき代等 
電話、ファクシミリ等
に係る通信料  

保険料 ２，０００ ２，０００ 労災保険料 

使用料及び賃借料 １４，０００ １４，０００ 
会場等で利用する暖房
費等  

備品購入費 １７５，０００ １７５，０００ 事務所備品 

負担金 ６，０００ ６，０００ 
会議及び研修会にかか
る参加費等 

合  計 １，１０１，０００ １，１０１，０００ 
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第２号議案 

平成２８年度収支予算書〔活動〕（案） 

 
    内日地区まちづくり協議会 

 
１ 収入の部                          [単位：円] 

収 入 区 分 金 額 詳 細 
市補助金 １，０７４，０００  

その他 １，０００ 寄付金、預金利子 

合 計 １，０７５，０００  

 
２ 支出の部                          [単位：円] 

経 費 区 分 
 

詳 細 
金 額 

うち 
補助対象金額 

報償費     １２８，０００ １２８，０００ 講師等への謝礼、参加省
等 

旅費 ４５，０００ ４５，０００ 講師の旅費等 
消耗品費 １２２，０００ １２２，０００ 事務用品、用紙代 

燃料費 １１，０００ １１，０００ 
活動のための物品運搬
等に係る燃料費、草刈機
等の燃料費 

食糧費 ８８，０００ ８８，０００ 湯茶、茶菓子代 

印刷製本費 ４２３，０００ ４２３，０００ チラシ、ポスター、資料
作成等 

光熱水費 ８，０００ ８，０００ 活動に要する電気・水
道・ガス代 

通信運搬費 ３７，０００ ３７，０００ 切手、はがき代等  

保険料 ２４，０００ ２４，０００ 傷害保険料、スポーツ保
険料等 

使用料及び賃借
料 

９９，０００ ９９，０００ 会場暖房費 

原材料費 ４０，０００ ４０，０００ 板材等 

備品購入費 ５０，０００ ５０，０００ 活動に必要な器具、機器
等 

合  計 １，０７５，０００ １，０７５，０００   
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第３議案 

内日地区まちづくり協議会 役員選任（案） 

役  職 氏  名 所属団体 

会  長 下 田 賢 吾 内日自治連合会 

副 会 長 桝 野 克 己 内日地区民生児童委員協議会 

副 会 長 藤 岡 千 鶴 内日自治連合会婦人部 

事務局長 武 永 憲 昭 内日自治連合会 

会  計 藤  田   敬 内日自治連合会 

部 会 長 松 本 則 之 内日校区学校運営協議会 

部 会 長 竹  村   勝 農事組合法人うつい 

部 会 長 益 本 敏 和 内日子ども見守り隊 

部 会 長 西田 富士夫 内日を考える青年の会 

監  事 西 田 哲 男 農事組合法人うついの里 

監  事 太 田 俊 彦 内日自治連合会 

 
 
 

内日地区まちづくり協議会 部会長及び副部会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部 会 名 部 会 長 副部会長 

総務部会 松 本 則 之 中 本 英 樹 

産業・環境部会 竹  村   勝 中 野 正 昭 

暮らしの安全と教育部会 益 本 敏 和 井 田 弘 文 

活性化・イベント部会 西田 富士夫 太 田 俊 彦 
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第４号議案 

内日地区まちづくり協議会規約（案） 
 

第１章 総則 
（名称及び事務所） 
第１条 本会は内日地区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称し、事務所を内日

公民館（大字内日下１１４６番地５）に置く。 
（区域） 
第２条 協議会の地区の区域は、別表１のとおりとする。 
（構成員） 
第３条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。 

(1) 地区内に居住する者 
(2) 地区内で活動する市民活動団体等 
(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者 
(4) 地区内に存する学校等に通う者 
 
第２章 目的及び活動 

（目的） 
第４条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域

の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。 
（活動） 
第５条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 
(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動 
(3) 地区内外における地域交流に関する活動 
(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動 
(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報
収集に関する活動 

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動 
 (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動 
 (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する

活動 
 

第３章 役員 
（役員の選任） 
第６条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会  長  １名 
(2) 副 会 長  ２名 
(3) 事務局長  １名 
(4) 会  計  １名 
(5) 部 会 長  ４名 
(6) 監  事  ２名 

２ 部会長を除く役員は、総会において選任する。 
（役員の任務） 
第７条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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３ 事務局長は、協議会の事務局を総括する。 
４ 会計は、協議会の会計を担当する。 
５ 部会長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行う。 
６ 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。 
（役員の任期） 
第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（事務局） 
第９条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 
２ 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)協議会の運営に関すること。 
(2)各部会の総括・調整に関すること。 
(3)各種事務手続きその他庶務に関すること。 
(4)その他事務局が行うこととなった事項に関すること。 

３ 事務局に事務員を置くことができる。 
４ 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。 
 

第４章 顧問 
（顧問） 
第１０条 協議会に顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。 
３ 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。 
 
第５章 会議 
（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。 
２ 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、

非公開とすることができる。 
 
  第６章 総会 
（総会） 
第１２条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 
（総会の種類） 
第１３条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
（総会の構成） 
第１４条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。 

(1) 監事を除く役員 
(2) 別表２に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者 
(3) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者 

２ 代議員は５０名までとし、任期は２年とする。 
３ 公募による代議員の定数は１０名までとし、その選出方法については別に定める。 
 
（総会の開催） 
第１５条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね２か月以内に開催するものとする。 
２ 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の３分の１以上の請求があった場合に

開催するものとする。 
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（総会の招集） 
第１６条 総会は、会長が招集する。 
２ 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する１週間前までに、会議の日時、場所及

び目的を示して、代議員に通知しなければならない。 
（総会の議長） 
第１７条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。 
（総会の審議事項） 
第１８条 総会は、次の事項を審議し議決する。 
 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。 

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。 
(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 
(4) 役員の選任及び解任に関すること。 
(5) 規約の改正に関すること。 
(6) その他会務運営上必要な事項。 

（総会の定足数） 
第１９条 総会の開催は、代議員の３分の２以上の出席を要する。ただし、やむを得ないと

きは、委任状をもって出席にかえることができる。 
（総会の議決） 
第２０条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するとこ

ろによる。 
（総会の議事録） 
第２１条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 
(2) 代議員総数及び出席代議員数 
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 
(4) 議事の経過の概要及びその結果 
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２人が署名押印をしな

ければならない。 
 

第７章 運営委員会 
（運営委員会の構成） 
第２２条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。 
（運営委員会の審議事項） 
第２３条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 
 (3) 総会、部会から提議された事項 
 (4) 構成員から提議された事項 
 (5) 細則に関する事項 
 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
 
（運営委員会の開催） 
第２４条 運営委員会は、会長が招集する。 
２ 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
 (1) 会長が必要と認めたとき。 
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 (2) 役員の２分の１以上から請求があったとき。 
３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しな

ければならない。 
 
（運営委員会の議長） 
第２５条 運営委員会の議長は、会長が務める。 
（運営委員会の定足数） 
第２６条 運営委員会は、役員の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。 
（運営委員会の議決） 
第２７条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決する

ところによる。 
（運営委員会の議事録） 
第２８条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 
(2) 委員総数及び出席委員数 
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 
(4) 議事の経過の概要及びその結果 
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人２人が署名押印

をしなければならない。 
 

第８章 部会 
（部会の設置） 
第２９条 協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。 

(1) 総務部会  まちづくり協議会の統括及び広報に関する活動 
(2) 産業・環境部会  産業施設整備、環境保全及び農業振興に関する活動 
(3) 暮らしの安全と教育部会  防災、安全対策、高齢者の健康と福祉及び子供の安全と
教育に関する活動 

(4) 活性化・イベント部会  内日地区の活性化（イベント）及び定住人口対策に関する
活動 

２ 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。 
(1) 部会に付託された事項の決定及び実施に関すること 
(2) 部会の事務に関すること 
(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること 

３ 第１項の規定にかかわらず、２部会以上に関わる活動その他必要と認める事項を審議す

るため、運営委員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。専門委員会の運営に関

する事項は、別に定める。 
（部会長及び副部会長） 
第３０条 部会に部会長１人、副部会長２人以内を置く。 
２ 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。 
３ 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。 
４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務を代理する。 
５ 部会長及び副部会長の任期は２年とし、再任を妨げない。 
６ 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 
７ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は

その職務を行わなければならない。 
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（部会の開催） 
第３１条 部会は、部会長が招集する。 
２ 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
 (1) 部会長が必要と認めたとき。 
 (2) 部会員の２分の１以上の者から招集の請求があったとき。 
３ 部会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集しなけれ

ばならない。 
 

第９章 会計 
（経費） 
第３２条 協議会の運営及び活動に要する経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。 
（会計年度） 
第３３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
（会計監査） 
第３４条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速や

かに会計監査を行うものとする。 
２ 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。  
  
 第１０章 情報公開等 

（書類及び帳簿の備付け） 
第３５条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動

に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。 
（個人情報保護の取扱い） 
第３６条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利

用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれ

がないと認めるときに限り公開できるものとする。   
 
第１１章 附則 

（その他） 
第３７条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の

議決を経て別に定める。 
（規約の改廃） 
第３８条 この規約の改廃については、総会において出席代議員の３分の２以上の同意を必

要とする。 
 
   附 則 
（施行期日） 
１ この規約は、平成２８年１月２６日から施行する。 
 
（まちづくり協議会設立時の役員等の任期） 
２ 第８条第１項及び第１４条第２項の規定にかかわらず、まちづくり協議会設立時の役員

（部会長を除く。）及び代議員の任期は平成２９年度に後任者が就任するまでとする。また、

第３０条第５項の規定にかかわらず、まちづくり協議会設立時の部会長の任期は平成２９

年度に後任者が就任するまでとする。 
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別表１（第２条関係） 

地
区
の
区
域 

町 名 一 覧 
内日一町、内日二町、内日三町、内日四町、内日五町、内日六町 
内日七町、内日八町、内日九町 

 
 
別表２（第１４条関係） 

内日地区まちづくり協議会を構成する団体等 
内日自治連合会（内日一町自治会、内日二町自治会、内日三町自治会 
内日四町自治会、内日五町自治会、内日六町自治会、内日七町自治会 
内日八町自治会、内日九町自治会）内日自治連合会婦人部 
内日地区民生児童委員協議会、内日地区保健推進委員会、内日中学校ＰＴＡ 
内日小学校ＰＴＡ、内日幼稚園ＰＴＡ、内日校区学校運営協議会 
内日子ども会、内日長寿会、内日子ども見守り隊、内日を考える青年の会 
下関市農業委員、下関土地改良区内日地区運営委員会、下関市消防団内日分団 
下関市スポーツ推進委員、下関市農業協同組合内日運営委員会 
下関市農業協同組合内日女性部、農事組合法人うついの里 
企業組合うつい工房、農事組合法人うつい、内日ソフトボール協会 
下関市青少年補導委員（内日校区）、公募 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


